
 

2 利用のご案内 ～申込から入所までの手続き～ 
 
 

【1】利用できる団体 
① 成人の引率責任者が定められていること。 

② 具体的な計画を持っていること。 

③ 中池自然の家利用の条件、留意事項等を守れること。 

 

 

【2】利用の条件（ルール） 
① 予約制をとっていません。標準生活時間（6:00～22:00）のなかで活動計画を立て、入所２か月

前までに「中池自然の家利用許可申請書」をご提出いただいた後、本所で利用の可否を決定します。 

② 入所期間中の食事は食堂から提供されるものに限ります。衛生管理上、飲食物の持ち込み、外部で

の食事はご遠慮いただきます。 

③ 夜間（午後１０時以降～翌日午前６時まで）の外出はできません。 

 

 

【3】利用に際しての留意事項 
中池自然の家は教育研修施設です。教育目標には「規律」「自主自律」「思いやり・感謝」の３つの願いが

あります。ご利用にあたっては団体の皆様の研修目的を達成するために対応させていただきますが、次のこ

とにご理解、ご協力をお願いします。 

 

１ 研修施設としての理解 

・利用の条件（ルール）を遵守し、趣旨を理解した適切な利用をお願いします。 

・施設の利用や活動についての説明は所員が行います。運営や指導に関しては団体が主体的に行ってくださ

い。  

・事前打合せの内容を団体内で共通理解した上での利用をしてください。 

 

２ 活動計画・活動 

・適切に下見等を行い、活動計画を立ててください。活動計画（時間等）を変更する場合は必ず本所に連絡

してください。 

・他の団体との関係で、利用場所の変更、合同実施をお願いすることがあります。ご理解ご協力をお願いし

ます。 

 

３ 服装 

  ・館内では上履きを使用してください。    

  ・野外炊事は、帽子の着用、薪に火がついたら必ず長袖（アームカバー可）、長ズボンを着用してください。 

・オリエンテーリングは、帽子の着用、ハチ等の虫対策のため長袖、長ズボンの着用を推奨します。 

 

  ４ 入所・退所  

・入所・退所の時間は「午前 9 時～正午の間、午後１時～午後４時の間」です。時間厳守でお願いします。 



５ 食事 

  ・食事数の変更・取消やアレルギー対応等については、平瀬食堂（☎ 090-2264-8775）に連絡・お問

い合わせのうえ、その内容を食事数一覧表により本所に FAX（0575-23-5033）連絡してください。 

※平瀬食堂が電話をお受けする時間帯は午前９時から午後５時までです。調理中などで電話を受けられない

ことがあります。休所日は月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）となります。 

  ・本所への飲食物の持ち込みはできません。また、食堂から出された飲食物（弁当・ペットボトル・ジュー

スを除く）を持ち出すこともできません。 

 

６ 清掃 

清掃は生活体験の一つであり、こうした体験によって社会性（公共心）が育まれます。宿泊室、浴室、ト

イレ、食堂、廊下、ロビー、玄関、靴箱等の使った場所の清掃は団体の皆様に行っていただきます。 

また、宿泊の場合、宿泊室の毛布は元どおりにたたんでいただきます。次の方が気持ちよく使えるように、

しっかりと清掃・整頓をお願いします。 

・掃除で出たゴミは 1 階事務所前のゴミ箱（ペール・バケツ型）に入れてください。団体で出たゴミはすべ

て持ち帰りをお願いします。 

・掃除道具は手引き１４ページの「掃除道具のある場所」をご確認ください。 

 

７ 保健・安全管理 

  ・緊急避難の方法と経路等を事前に確認しておいてください。（手引き２６・２７ページ参照） 

 ・事故や破損が発生した場合は速やかに所員に連絡してください。救急患者が出た場合の救急車や病院等に

ついては、団体長が対応を決定し手配を行ってください。 

病院名 所在地 電話番号 

中濃厚生病院 関市若草通 5 丁目 1番地 0575-22-2211 

関中央病院 関市平成通 2 丁目 6番 18 号 0575-22-0012 

 

８ 宿泊の場合の利用最終日  

  ・使用済みシーツ・枕カバーは、各階の指定袋に入れ、指定袋のひもを閉じて 2階リネン室前に置いてくだ

さい。 

 ・宿泊室から荷物の撤去後、引率者は各部屋等の最終点検を実施し、「点検カード」（手引き１６ページ）を

所員に提出し報告してください。 

 

９ 入所のキャンセル・変更等 

・入所のキャンセルまたは「１泊２日」の計画を「日帰り」に変更するなどの場合は、至急以下の①～④を

行ってください。 

① 中池自然の家（℡ 0575-24-0673）に連絡する。 

② 食事等のキャンセル・変更をする。 

③ 「関市立中池自然の家使用変更（取消）申請書」（HP掲載）を提出する。 

④ 中池体育館や中池陸上競技場などの関連施設を予約している場合は、中池陸上競技場管理棟 

（℡ 0575-22-5502）にキャンセルの連絡をする。 

  



10 食事のキャンセル・変更等 

 ・食堂のご利用をキャンセル・利用者数の変更などをされる場合は、入所日の 7 日前（食事は 3日前正午）

までにご連絡をお願いします。これ以降は、キャンセル料が発生します。 

   平瀬食堂（℡ 090-2264-8775） 

 

  11 あとかたづけ 

  「来たときよりも美しく」。自分たちが使った場所は自分たちできれいにし、次の方が気持ちよく使える

ようにしてください。 

・宿泊室のカーテンは閉めて、換気扇、室内灯（蛍光灯・ルームランプ）の電源は切ってください。 

・エアコンの電源は切り、エアコンボックスはカギをかけてください。 

・宿泊室等に設置してあるごみ箱は空にしてください。 

・引率者が責任をもって忘れ物がないなどの点検を行ってください。 

 

12 その他 

・バスの乗降場所は、自然の家前広場の南側に並ぶベンチの前です。雨天時に限り玄関前までバスの乗り入

れができます。 

・節電・節水にご協力ください。 

・クラフト室は団体だけでの使用はできません。 

  ・浴槽の湯はりには３０分位かかります。引率者が入浴時間の３０分前にお湯を入れてください。 

 

 

 【４】入所定員 
    ※宿泊定員は１６０人です。（学校の場合、研修者 1４８人、引率者 1２人を上限） 

     
宿泊室名 定員（人） 

２Ｆ 

第 2 研修室（和室） ３２ 

きんもくせい（洋室・２段ベッド） １６ 

すぎ（洋室・２段ベッド） １６ 

けやき（洋室・２段ベッド） １６ 

リーダー室（和室）   ６ 

小計  ８６ 

３Ｆ 

いちい（和室） １０ 

ひのき（和室） １０ 

いちょう（洋室・２段ベッド） １６ 

あかまつ（洋室・２段ベッド） １６ 

ゆうかり（洋室・２段ベッド） １６ 

リーダー室（和室）   ６ 

小計  ７４ 

 合  計 １６０ 

  



【５】利用申し込みから入所までの手続き 
 

１ 2 か月前までに行うこと     予約から確定  

(1) 予約確認 

・送付済の「令和６年度 関市立中池自然の家の予約について（通知）」の「使用期間」を確認 

（年度途中に入所を申し込む場合は、希望日が利用可能であることを電話で確認ください。） 

(2) 申請 

・(1)の確認後、次の書類を、入所 2か月前までに、郵送またはご持参ください。 

■中池自然の家利用許可申請書（HPからダウンロード可能） 

・受付後、「中池自然の家利用許可書」を発行します。この発行をもって予約が確定します。 

(3) 年度途中の申し込みで「関連有料施設」の利用を希望する場合 

・使用月の２か月前から関市公共施設予約システム※（せきとる net）で予約※事前の利用者登録が必要 

  

２ １か月前までに行うこと     事前打合せ（３つの書類【暫定版】を持参）  

(1) 事前打合せの申し込み 

・電話等で日時を調整。時間は「午後 3時～」が最終（「野外炊事」を予定の場合は、その旨お伝えください） 

(2) 打合せ（１～２時間） 

・次の３つの書類に必要事項を記入しご持参ください。（記入見本参照） 

必要部数：「来所者人数分」＋「本所提出分を２部」を持参 

■入所団体利用確認書 ■入所団体活動計画表 ■食事数一覧表 （暫定版）※HP からダウンロード可能  

・来所者全員が「利用の手引」を事前に熟読のうえ、来所持に持参してください。 

 

 ３ 2 週間前までに行うこと     ２で修正した３つの書類【正式版】を提出  

(1)書類の提出 

■入所団体利用確認書 ■入所団体活動計画表 ■食事数一覧表 （正式版）  

・提出後、変更が生じた場合は速やかに電話で本所に連絡を入れ、訂正した書類を再提出ください。 

(2)提出の方法 

・FAX、持参、または郵送 

(3)「食事数一覧表」に係る確認 

    次の期日を超えた変更・取消の連絡の場合、料金負担が発生します 

■食事・・・・入所３日前（ 月 日）の正午   ■飲料・・・・入所７日前（ 月 日）の正午 

   ・食事数の変更・取消の連絡、アレルギー対応等の交渉は、団体が直接食堂と行い、結果を本所に連絡 

 

４ 入所当日に行うこと、徹底をお願いしたいこと    書類を提出等  

(1) 書類の提出 

■清掃活動分担表 ■利用者名簿   ※HP からダウンロード可能 

(2) 徹底をお願いしたいこと 

・飲食物の持ち込み禁止（水筒は可） ・上靴持参 ・キャスター付き鞄の厳禁 ・敷地内全面禁煙 

 

５ その他  

・次年度の利用希望調査（本年度の利用団体等を対象に文書送付）は、１0 月下旬に行う予定です。 

今回 


